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１ 工事の仮契約の概要 

第 ９ ３ 号 議 案 資 料 
 

担当 

財 務 部 

文 化 観 光 部 

土 木 部 

工 事 名 端島炭坑跡護岸施設補強工事（その３） 

契 約 金 額 

（ 消 費 税 含 む ） 
３６４，７９０，８００円 

落 札 金 額 

（消費税含まない） 
３３１，６２８，０００円 

相 手 方 

Ｆａｃｔｏｒｙ・加藤産業特定建設工事共同企業体 
 
長崎市多以良町１５５１番地９３ 
株式会社Ｆａｃｔｏｒｙ 
代表取締役社長 山本 清和 
 
長崎市竹の久保町２０番９号 
加藤産業株式会社 
代表取締役 加藤 博文 
 
 

工 期 議会の議決を得た日から令和７年７月３１日まで 

契 約 の 方 法 一般競争入札（制限付一般競争入札） 

入 

 

札 

入 札 年 月 日 令和６年８月５日 

入札結果及び入札 

参加資格審査結果 
４ページ記載のとおり 
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工 事 概 要 

１ 工事場所 高島町、伊王島町２丁目及び高浜町 

２ 工事内容 延 長  ３８．９メートル 

       護 岸 本 体 工  ９３３立法メートル 

       仮 設 材 製 作 工  １０６個 

       仮 設 材 据 付 工  １１６個 

       捨 石 工  １，０７７立法メートル 

       仮 設 工  一式 

財 源 内 訳 

 
工事費 

財源内訳 

国庫支出金※1 県支出金 地方債※2 その他  一般財源 

予 算 額 
千円 

447,000 

千円 

149,000 

千円 

- 

千円 

298,000 

千円 

- 

千円 

- 

契 約 額 
千円 

364,791 

千円 

121,596 

千円 

- 

千円 

243,100 

千円 

- 

千円 

95 

差 引 
千円 

82,209 

千円 

27,404 

千円 

- 

千円 

54,900 

千円 

- 

千円 

▲95 

※１ 社会資本整備総合交付金 充当率 1/3 

※２ 過疎対策事業債 充当率 100％（交付税措置率 70％） 
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２　入札結果及び入札参加資格審査結果 

※下記入札金額については、消費税は含まない。

　入札参加申請業者数 ５者

　入札参加承認業者数 ４者

竹下建設工業㈱

㈱Ｆａｃｔｏｒｙ

（ 最低制限価格率 ）

4 西海興業・錦特定建設工事共同企業体 －  入札辞退 ㈱西海興業

入札辞退

入札不参加

1

2

(  100.00%  )

－ 

Ｆａｃｔｏｒｙ・加藤産業特定建設工事共同企業体

長崎西部・竹下特定建設工事共同企業体

3 田浦組・小山建設特定建設工事共同企業体
－ 

60

(91.41%)

331,628,000 落札

（消費税含まない）

（消費税含まない）

331,628,000円

303,141,154円

代表構成員名

その他構成員名

予      定      価      格

最  低  制  限  価  格

出資比率（％）

60

錦建設工業㈱ 40

番
号

業　　者　　名
入札金額（円）

（入札率）
結　　果

40

㈱田浦組 60

㈱小山建設 40

60

加藤産業㈱ 40

㈱長崎西部建設
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３ 制限付一般競争入札の概要 

 

(１) 入札に付する事項 

ア 工 事 名  端島炭坑跡護岸施設補強工事（その３） 
 

イ 工事場所  長崎市高島町ほか 
 

ウ 工事内容  工事延長 L=38.9m 

        護岸本体工 V=933 ㎥、仮設材製作工 N=106 個、仮設材据付工 N=116 個 

        捨石工 V=1,077 ㎥ 

 

エ 工  期  議会の議決を得た日から令和７年７月３１日まで 

 

(２) 資格要件 

ア 共同企業体としての要件 

（ア） 自主的に結成された共同企業体であること。 

（イ） 工事施工方式は、共同施工方式(甲型)とする。 

（ウ） 共同企業体は、2者で構成するものとし、(２)イ及び(２)ウの代表構成員の資格要件を満たすもの1者と、(２)

イ及び(２)エのその他構成員の資格要件を満たすもの1者の組み合わせとする。ただし、各構成員は本入札に参

加する他の共同企業体の構成員となることができない。 

（エ） 一構成員の出資比率の最小限度は30％とする。 

（オ） 存続期間は、次に掲げる共同企業体の区分に応じ、それぞれに定める期間とする。 

ａ 当該工事の請負契約の相手方となった共同企業体 

成立してから、当該工事の請負契約の履行後3か月以上 

ｂ 当該工事の請負契約の相手方とならなかった共同企業体 

成立してから、当該工事の請負契約が締結された日まで 

（カ） 共同企業体の一構成員の代表者（入札・契約締結権限を有する受任者（以下「受任者」という。）を含む。）

が、同一の共同企業体の他の構成員の代表者（受任者を含む。）を兼ねていないこと。 

イ 共同企業体の構成員の資格要件 

（ア） 長崎市契約規則（昭和39年長崎市規則第26号）第2条第1項に規定する者（同項後段の規定により読み替えて

適用する者を含む。）に該当しない者及び同条第2項各号に該当しないと認められる者であること。 
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（イ） 長崎市建設工事等入札参加資格者名簿(建設工事)に登録がある者であること。 

（ウ） 長崎市競争入札参加資格者指名停止措置要領（平成7年11月7日施行）及び長崎市各種契約等における暴力団

等の排除措置に関する要綱（平成24年長崎市告示第85号）の規定に基づく指名停止措置の期間中でない者並び

に長崎市事業所実態調査実施要領（平成16年長崎市告示第305号）及び長崎市元請・下請関係適正化指導要綱（平

成24年長崎市告示第829号）の規定に基づく入札参加制限措置の期間中でない者であること。 

（エ） 会社更生法（平成14年法律第154号）第17条の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法（平成11

年法律第225号）第21条の規定に基づく再生手続開始の申立てがあった者（更生計画の認可が決定された者又 

は再生計画の認可の決定が確定された者(建設工事にあっては、更生手続開始又は再生手続開始の決定日以後を

審査基準日とする経営事項審査を受け、本市の入札参加資格審査申請書を再度提出し、その審査を経て有資格

業者として認定された者に限る。)を除く。）でないこと。 

（オ） 会社法(平成17年法律第86号)第475条若しくは第644条の規定に基づく清算の開始又は破産法(平成16年法律第

75号)第18条若しくは第19条の規定に基づく破産手続開始の申立てがあった者でないこと。 

（カ） 本市競争入札参加資格の更新期限が経過していない者であること。 

（キ） 共同企業体と、本入札に参加する他の共同企業体に資本・人的関係がある者が含まれていない者であること。 

（ク） 開札日の前日から起算して1か月前に当たる日から開札日までの期間に本市又は本市上下水道局が行った他の

建設工事の請負契約に係る制限付一般競争入札において、1件の落札価格(消費税込み。共同企業体の場合は、

落札価格を各構成員の出資比率で按分した額)が1億5千万円以上の落札をしていない者であること。 

ウ 代表構成員の資格要件 

（ア）  (２)イ(イ)の名簿に地域区分が市内としての登録がある者であること。 

（イ）  (２)イ(イ)の名簿に土木一式に係る登録があり、特定建設業の許可を有する者であること。 

（ウ） 元請(共同企業体においての実績はその他構成員としての実績を含む。)として過去10か年の間に、国、地方

公共団体等発注工事のうち、港湾、漁港又は海岸の工事において 、作業船(起重機船、クレーン 付台船、浚

渫船又はミキサー船等)を使用した海上工事の契約を1回以上締結し、これらをすべて誠実に履行した者である

こと。(「海上工事」とは、工事の大部分又は重要な部分の作業を海上の作業船を使用して行う工事をいう。) 

（エ） 建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に基づく直接的かつ恒常的な雇用関係にある土木一式に係る監理技術

者を専任で配置できる者であること。なお、当該技術者については、入札参加申請書の提出期限日を含め連続

して3か月以上の雇用関係にあること。 

エ その他構成員の資格要件 

（ア） (２)イ(イ)の名簿に地域区分が市内としての登録がある者であること。 
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（イ）  (２)イ(イ)の名簿に土木一式に係る登録があり、特定建設業の許可を有する者であること。 

（ウ） 元請(共同企業体においての実績は、その他構成員としての実績も含む。)として過去10か年の間に、国、地

方公共団体等発注工事のうち、港湾、漁港又は海岸の工事において、作業船(起重機船、クレーン付台船、浚渫

船又はミキサー船等)を使用した海上工事の契約を1回以上締結し、これらをすべて誠実に履行した者であるこ

と。(「海上工事」とは、工事の大部分又は重要な部分の作業を海上の作業船を使用して行う工事をいう。) 

（エ） 建設業法の規定に基づく直接的かつ恒常的な雇用関係にある土木一式に係る監理技術者又は国家資格を有す

る主任技術者を主任技術者として専任で配置できる者であること。なお、当該技術者については、入札参加申

請書の提出期限日を含め連続して3か月以上の雇用関係にあること。 
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 ４ 図面等 
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  端島炭坑跡護岸施設補強工事（その３）工事スケジュール 

 

時期 

 
区分 

令和 5 年度（2023） 令和 6 年度（2024） 令和 7 年度（2025） 

10～12 月 1～3 月 4～6 月 7～9 月 10～12 月 1～3 月 4～6 月 7～9 月 10～12 月 1～3 月 

整備工事 

  
 

        

   
  

     

世界遺産 
委員会 

  

 

 

 

 

 

      

 

ユネスコ世界遺産センターへ 

第２期工事以降の護岸整備 
に関する報告書提出（12月） 

世界遺産委員会で承認（7月） 

第１期 護岸整備工事 

 ・端島炭坑跡護岸施設補強工事（その１） 

・端島炭坑跡護岸施設補強工事（その２） 

【工期：R5年 12月 7日～R6年 9月 6日】 

第２期 護岸整備工事 

・端島炭坑跡護岸施設補強工事（その３） 

  【工期：議決を得た日～R7 年 7 月 31 日】 
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